
サムライシティ２０２０誘客促進（長期滞在型インバウンド観光促進）業務委託 

プロポーザル審査基準 

 

１ 基本的な考え方 

  本業務の受託者の決定にあたっては、「サムライシティ２０２０誘客促進（長期滞在型

インバウンド観光促進）業務委託要求水準書」などの関係書類を基本としたうえで、提出

された企画提案書の内容やヒアリングでの説明、質疑応答から各提案者の次の審査項目に

ついて、審査して受託候補者の順位づけを行う。 

 ⑴ 業務の実施体制  

 ⑵ 類似業務の実績 

 ⑶ 業務等の理解度・考え方 

 ⑷ 企画提案内容 

 ⑸ 工程計画 

 ⑹ コストの考え方（見積価格） 

   

２ 審査項目及び配点 

  審査は、100点を満点とし、審査項目別に次のように配点する。 

審査項目 配点（満点時） 

①業務の実施体制 １０ 

②類似業務の実績 １０ 

③業務等の理解・考え方 １０ 

④企画提案の内容 
５０ 

（２５、１５、１０） 

⑤工程計画 １０ 

⑥コストの考え方（見積価格） １０ 

合 計 １００ 

  

３ 各項目の審査の視点 

 ⑴ 業務の実施体制 

   本業務を実施するにあたっての会社としての体制及び総括責任者やその他の担当者の

有している資格、経歴、実績について審査する。 

  ・ サポート体制は十分あるか。 

  ・ 業務を安定的に実施することができる体制が見込めるか。 

  ・ 総括責任者、担当者は、資格、実務経験年数、実績は有しているか。 

           

 ⑵ 類似業務の実績 

   過去５年以内の類似業務の実績について審査する。 

  ・ 本業務を遂行するに足る元請実績を有しているか。 

 

 ⑶ 業務等の理解度・考え方 

   本業務を請け負うにあたっての基本的な考え方を審査する。 

  ・ 業務の理解度は十分か。仕様を熟知しているか。 



 

 ⑷ 企画提案の内容 

   企画内容について仕様書の項目ごとに審査する。 

  ・ 各市町のコンテンツテーマに基づき、ターゲット層に訴求力の高いコンテンツ案を

提案しているか。また、観光マーケティングの知識を有し、インバウンド誘客の実績

が豊富なアドバイザーを選定しているか。（２５点） 

・ 日本政府観光局（ＪＮＴＯ）や日本政策投資銀行（ＤＢＪ）などの統計データに基

づき、欧米豪訪日旅行者のニーズを分析、把握した上で効果的なモデルルートを提案

しているか。（１５点） 

・ 在日外国人を対象にしたモニターツアーの内容（参加人数、募集方法、アンケート

方法等）が効果的な提案であるか。（１０点） 

 

 ⑸ 工程計画 

   工程を検証し、業務実施に支障は無いか審査する。 

  ・ 確実に履行できるスケジュールとなっているか。 

  ・ 発注者側の意図を組み入れる機会が十分に設けられているか。 

 

 ⑹ コストの考え方（見積価格） 

   仕様に沿った価格が提示され、業務実施に支障は無いか審査する。 

  ・ 仕様に沿った価格提示がなされているか。 

 

４ 評価点数 

  評価の際には、項目ごとの審査基準を参考とし、審査項目ごとに５段階で評価を行う。

評価の際には「普通」を基準として、それよりもどの程度優れているか、劣っているかを

判断するものとする。 

評価にはそれぞれ対応する基準となる点数を設け、当該項目の得点とする。なお、提出

された企画提案書の内容に不備（未記入、未提出等）があり、評価が困難な審査項目があ

った場合、その審査項目の配点を０点とする。 

評価 
配点が10点の

場合 

配点が15点の 

場合 

配点が25点の 

場合 

大変優れている １０ １５ ２５ 

優れている ８ １２ ２０ 

普通 ５ ９ １５ 

劣る ３ ６ １０ 

大変劣る １ ３ ５ 

 

５ 受託候補者の決定方法 

  選考委員の採点により、次の条件に従い順次選定する。ただし、全選考委員の平均得点

が60点に満たない場合は要求水準を満たしていないとみなして、受託候補者として選定

しない。  

【選定順】 

  ① 過半数を超える審査員から最高順位を得た者 

② ①により決しない場合、全審査員の合計得点が最高得点の者 

③ 最高点の者が複数いる場合は、企画項目の評価点の合計が最も高い者 

④ ③が複数いる場合は、提案金額の最も安価な者 

 



 

６ その他留意事項 

 ⑴ 選考委員への接触は、直接、間接を問わず禁じているので、万が一、接触があった場

合には、事務局に連絡するものとする。 

 ⑵ 評価については、提案審査の当日に行うものとする。 

 ⑶ 提案書審査及びプレゼンテーションにおいては、提案者の提案作成技術又は説明技術

等によらず、提案内容の優劣について審査するものとする。 


